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二
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保
護
法
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五
年
法
律
第
百
四
十
四
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第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
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担
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る
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の
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お
り
指
定
し
た
の
で
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第
五
十
五
条
の
三
第
一
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規
定
に
よ
り
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す
る
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五
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第
五
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条
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二
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指

定
医
療
機
関
か
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廃
止
し
た
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の
届
出
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あ
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で
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同
法
第
五
十
五
条
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三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
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す
る
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( )

青
森
県
告
示
第
二
百
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
為
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
日
本
介
護
予
防
サ
ポ
ー
ト
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

根
岸

秀
光

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

八
戸
市
青
葉
三
丁
目
三
一
の
一
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
・
障
害
者
等
の
要
介
護
者
を
中
心
と
し
た
全
て
の
県
民
に
対
し
て
、
筋

力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
介
護
予
防
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
県
民
の
健
康
増
進
を
図
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

勘
兵
衛
放
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

農
地
整
備
事
業

(

経
営
体
育
成
型)

(

暗
渠
排
水
整
備))

計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成28年３月22日 火曜日 第4125号 2

氏

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

指
定
年
月
日

吹
田

満
里
子

吹
田
出
張
マ
ッ

サ
ー
ジ

弘
前
市
紙
漉
町
五
の
四

三
上
ハ

イ
ツ
二
〇
六
号

平
成
��･

�･

��

名

称

所

在

地

廃
止
年
月
日

ア
イ
セ
イ
薬
局
五
所
川
原

店し
ん
ま
ち
薬
局

五
所
川
原
市
字
川
端
町
一
一
の
一
三

む
つ
市
新
町
一
〇
の
一
二

パ
ピ
ー
コ
ー
ポ

五
号
室

平
成
��･

�･

��

〃



( )

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
四
月
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

五
所
川
原
市
役
所

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
第
一
浄
化
槽
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

成
田

芳
雄

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
高
田
字
朝
日
山
八
〇
九
の
三
〇
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
一
〇
〇
一
八
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
エ
コ
・
プ
ラ
ン
ナ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

相
坂

誉

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
石
堂
二
丁
目
五
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
三
〇
〇
三
一
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
と
び
・
土
工
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に

係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

坂
田
建
設
工
業
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

坂
田

雅
紘

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
類
家
三
丁
目
一
四
の
一
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
五
七
三
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
二
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
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( )

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

釜
渕
運
送
有
限
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

釜
渕

嘉
与

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
七
日
市
上
ノ
平
八
二
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
三
〇
〇
二
七
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
泉
友

二

代
表
者
の
氏
名

泉

陽
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
奥
戸
上
道
八
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
六)

第
六
〇
〇
〇
六
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
建
築
、
と
び
・
土
工
、
管
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト

二

代
表
者
の
氏
名

泉

裕
樹

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
小
奥
戸
二
〇
四
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
七)

第
六
〇
〇
一
四
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
三
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
二
月
八
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

白
崎
建
築

二

氏
名

白
崎

喜
代
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

む
つ
市
川
内
町
田
野
沢
一
二
五
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( )

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
一
一
六
二
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
一
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
ザ
ッ
ク
ス

二

代
表
者
の
氏
名

品
田

裕

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

下
北
郡
東
通
村
大
字
田
屋
字
上
流
一
一
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
五)

第
一
五
九
〇
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

機
械
器
具
設
置
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
一
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

平
成
28年
２
月
17日
付
け
青
森
県
報
号
外
第
11号
で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
､
地
方
自

治
法
(昭
和
22年

法
律
第
67号

)
第
199条

第
12項

の
規
定
に
基
づ
き
､
青
森
県
知
事
及
び
青
森
県

教
育
委
員
会
委
員
長
か
ら
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
､
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す

る
｡

平
成
28年
３
月
22日

青
森
県
監
査
委
員

泉
山
哲
章

同
元
木
篤
子

同
夏
堀
浩
一

同
沼
尾
啓
一
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監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

障
害
福
祉
課

協
定
書
に
お
い
て
､

記
載
内
容
に
不
備
な
も

の
が
あ
る
｡

協
定
書
に
定
め
な
い
ま
ま
行
わ
せ

て
い
た
収
入
金
の
徴
収
事
務
が
あ
っ

た
の
で
､
地
方
自
治
法
施
行
令
第
158

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
指
定
管

理
者
に
徴
収
業
務
を
委
託
で
き
る
も

の
は
委
託
業
務
の
内
容
等
を
協
定
書

に
規
定
す
る
こ
と
と
し
､
徴
収
業
務

を
委
託
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
､

県
が
直
接
徴
収
業
務
を
行
う
こ
と
と

し
た
｡

誘
客
交
流
課

補
助
金
に
お
い
て
､

補
助
団
体
の
指
導
及
び

検
査
が
適
正
で
な
い
も

の
が
あ
る
｡

補
助
団
体
の
経
理
事
務
に
つ
い
て
､

定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
や
指
導
を
行
い

問
題
の
是
正
を
図
る
こ
と
と
し
た
｡

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立

保
健
大
学

経
常
費
用
に
お
い
て
､

外
国
雑
誌
の
購
入
手
続

に
適
正
を
欠
く
も
の
が

あ
る
｡

｢国
立
大
学
法
人
会
計
基
準
｣
等

に
基
づ
き
､
適
正
に
契
約
を
締
結
で

き
る
よ
う
｢外
国
雑
誌
の
経
理
処
理

業
務
フ
ロ
ー
図
｣
を
策
定
さ
せ
る
等

の
再
発
防
止
を
図
っ
た
｡

ま
た
､
会
計
規
程
の
遵
守
と
と
も

に
内
部
審
査
体
制
を
強
化
し
､
適
正

な
事
務
処
理
に
努
め
る
よ
う
指
導
し

た
｡

日
本
赤
十
字
社
青
森
県
支

部
管
理
費
に
お
い
て
､

県
の
承
認
を
得
ず
に
費

目
相
互
間
の
流
用
を
行
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
｡

費
目
ご
と
の
執
行
状
況
を
定
期
的

に
報
告
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も

要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､

毎
月
の
費
目
ご
と
の
執
行
状
況
を
報



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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告
さ
せ
る
こ
と
と
し
､
費
目
相
互
間

の
流
用
に
承
認
手
続
が
必
要
と
な
る

場
合
に
は
事
前
に
把
握
で
き
る
よ
う

再
発
防
止
策
を
講
じ
た
｡

公
益
財
団
法
人
弘
前
市
体

育
協
会

修
繕
費
に
お
い
て
､

予
定
価
格
調
書
を
作
成

し
て
い
な
い
も
の
が
あ

る
｡

当
協
会
財
務
規
程
の
一
部
を
改
定

し
た
際
に
､
組
織
内
部
の
周
知
徹
底

が
不
十
分
だ
っ
た
た
め
に
発
生
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
速
や
か
に

職
員
間
で
相
互
に
確
認
し
合
い
､
今

後
は
財
務
規
程
に
沿
っ
た
事
務
手
続

を
行
う
こ
と
と
し
た
｡

ま
た
､
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
で
は
､

指
定
管
理
者
に
対
し
､
財
務
事
務
を

適
正
に
執
行
す
る
よ
う
指
導
に
努
め

る
こ
と
と
し
た
｡


